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確認時期 大項目 チェック項目 備考 

  
支払許容度（Ｐ

５参照）の確認 
□ 

要求水準書（骨子）に基づき算定された PFI-LCC

等が管理者等の支払許容度の範囲内であるかを確

認している。 

  

   （留意点）  

      

・PFI-LCC 等の算定に当たり、同種類似事例等の

原単位等に基づき設定した場合、前提条件や時期

の違いに対する補正を行う。 

  

実施方針等

の公表から

入札公告ま

で 

要求水準書

（案）の作成、

公表 

□ 

「Ｂ．書類チェックリスト」に記載した内容に配慮し

て、要求水準書（案）を作成し、実施方針に添付し

ている。 

  

  

モニタリング基

本計画書（案）

の作成、公表 

□ 

「Ｂ．書類チェックリスト」に記載した内容に配慮し

て、モニタリング基本計画書（案）を作成し、実施方

針に添付している。 

  

  

（実施方針公

表後）質問回

答、対話 

□ 以下に留意した質問回答を実施している。   

     （留意点）   

    
・どのような要求水準であれば民間の創意工夫を活

かしやすいかという観点から意見を聴取する。 
 

      ・内容が曖昧である点についても意見を聴取する。   

    □ 
個別の対話を行う場合、予め対話手続の進め方に

ついて基準を作成している。 
  

   （留意点）  

      

・具体的な対話の進め方については、ＰＦＩ関係省

庁連絡会議幹事会申合せ「ＰＦＩ事業に係る民間事

業者の選定及び協定締結手続きについて」(平成

18 年 11 月 22 日）参照 

  

      
・管理者等の担当者間で齟齬が生じないよう留意

する。 
  

  □ 以下の観点から対話ができているか確認している。  

   （留意点）  

   
・どのような要求水準であれば民間の創意工夫を活

かしやすいかという観点から意見を聴取する。 
 

   ・内容が曖昧である点についても意見を聴取する。  

  
要求水準書の

作成 
□ 

質問回答や対話の内容をふまえ、要求水準書（案）

を修正している。 
  

    □ 
内容が「Ｂ．書類チェックリスト」に照らして妥当なも

のであるかを再確認している。 
  

    □ 

一定の時期にサービス内容の見直し・調整を行う旨

の規定をＰＦＩ契約に規定する必要がないかを検討

している。 

  

削除: の
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